
奈半利町子育て支援金のご案内 

 

 奈半利町では、下記の要件に該当する方を対象に「奈半利町子育て支援金」の支

給を行います。 

 要件に該当される方は、申請受付期間内に申請書を提出してください。 

 

１．支給要件等について 

令和７年４月１日から引き続き奈半利町に住所を有し、現に居住し、次 

の各号に該当する児童を養育している保護者に支給します。 

 

（１）小学校入学前児童（こども園年長児等）・本年度中に満６歳となる児童 

   （平成３１年４月２日～令和２年４月１日生まれの児童） 

（２）小学６年生児童・・・・・・・・・・・・本年度中に満１２歳となる児童 

（平成２５年４月２日～平成２６年４月１日生まれの児童） 

（３）中学３年生児童・・・・・・・・・・・・本年度中に満１５歳となる児童 

（平成２２年４月２日～平成２３年４月１日生まれの児童） 

（４）高校１年生年代・・・・・・・・・・・・本年度中に満１６歳となる児童 

（平成２１年４月２日～平成２２年４月１日生まれの児童） 

（５）高校２年生年代・・・・・・・・・・・・本年度中に満１７歳となる児童 

（平成２０年４月２日～平成２１年４月１日生まれの児童） 

（６）高校３年生年代・・・・・・・・・・・・本年度中に満１８歳となる児童 

（平成１９年４月２日～平成２０年４月１日生まれの児童） 

 

２．支援金の額は、（１）～（３）の児童１人につき７万円 

         （４）～（６）の児童１人につき５万円 

 

３．申請受付について 

 （１）受付期間 令和８年３月５日まで 

 

 （２）提出書類 ①奈半利町子育て支援金支給申請書 

※児童の住所が申請人と異なる場合は、対象児童の戸籍謄 

本・住民票（本籍筆頭者記載有・世帯全員分）を添付 

②奈半利町子育て支援金支給請求書 

 ※（申請者、請求者、振込口座の名義人は同一人物でお願し 

ます。） 

③振込先通帳又はカードのコピーを添付 

※（ご持参いただければ役場でコピーします。） 

 

○町税等のお支払いがお済みでない場合、支給ができませんの 

で、お支払いの確認をお願いいたします。 

 

 



 （３）提出先・お問い合わせ 

     〒７８１－６４０２ 高知県安芸郡奈半利町乙１６５９番地１ 

奈半利町役場住民福祉課（電話０８８７－３８－４０１２） 


